
        社会福祉法人矢巾親和会 

役員、評議員の報酬に関する規程 
 
（趣 旨） 

第１条 この規程は、社会福祉法人矢巾親和会（以下「本会」という。）の定款第９条及 
び第２３条の規定に基づき、役員等、評議員の報酬及び費用の弁償に関し必要な事項を

定めるものである。 
   
  （役員等） 
 第２条 この規程において、役員等とは、非常勤の理事及び監事をいう。 

 
（報 酬） 

第３条 役員等がその職務のため、理事長が招集したる理事会、監査会、研修会、会議等 
 に出席したときは、報酬として、日額 ５,０００円を支給する。 
２ 評議員がその職務のため、理事長が招集したる評議員会、研修会、会議等に出席した

ときは、報酬として、日額 ５,０００円を支給する。 
３ 「やはばこども園」及び「ふどうこども園」の行事等に招待された場合等は、報酬は 
 支給しない。 

 
（費用の弁償） 

第４条 役員等、評議員、がその職務のため、会議、研修会等により、矢巾町外に出張し 
 たときは、別に定める本会の旅費規程に基づき、旅費（交通費）を支給する。 
 
（報酬等の支給） 

第５条 支給の方法については、出席の都度、支給する。 
２ 支給の形態については、現金払いとする。 
３ 報酬等は、法令の定めるところにより、控除するべき場合は、控除して支給する。 
 
 （退職慰労金） 
第６条 退職慰労金算定式は、報酬日額×在任年数×係数とする。 
２ 在任年数は１か年単位とし、１か年未満は１か年とする。 
３ 本規程以前の就任役員及び評議員については、就任年度から算定とする。 
 
（公 表）  

第７条 本会は、この規程をもって、社会福祉法第５９条の２第１項第２号に定める報酬 
 の基準として公表するものとする。 



 
（改 廃） 

第８条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。 
 

   附 則 
 この規程は、平成２９年６月１６日から施行する。 
 
   附 則 
 平成３１年 ３月２１日 一部変更 理事会において承認 
         （報酬の支給）第５条第１項及び２項、（退職慰労金）第６条追加 
 平成３１年 ３月３０日 上記 第５条及び第６条について評議員会に上程され、 
                承認により、平成３１年 ３月３１日から施行する。 
                       


